
�愛媛県告示第４３７号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成２５年４月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４３８号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２５年４月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広
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告 示

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

小 腸 機 能 障 害 消化器腫瘍外
科

愛媛大学医学部附属
病院 大 木 悠 輔 東温市志津川 平成２５年

４月１日

小 腸 機 能 障 害 消化器腫瘍外
科

愛媛大学医学部附属
病院 山 本 祐 司 東温市志津川 平成２５年

４月１日

肢 体 不 自 由 内 科 土居内科外科医院 横 田 康 喜多郡内子町平岡甲１３５－１ 平成２５年
４月１日

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社東京ネバーランドえひめ ファイトえひめ 愛媛県新居浜市西の土居町一丁目３番
２８号 平成２５年３月１日 訪問介護

社会福祉法人愛寿会 グランドライフあいじゅ新川 愛媛県伊予市下吾川字北西原１７８１番地
１ 平成２５年３月２７日 特定施設入居者生

活介護

社会福祉法人愛寿会 あいじゅ新川デイサービスセンター 愛媛県伊予市下吾川字北西原１７８１番地
１ 平成２５年３月２７日 通所介護

毎週（火・金）曜日発行 第２４６４号 平成２５年４月２３日

平成２５年４月２３日火曜日 第２４６４号
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�愛媛県告示第４３９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２５年４月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４４０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

平成２５年４月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４４１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定により、指定居宅介護支援事業者から次のとおり指定居宅介護支援事業を廃止

する旨の届出があった。

平成２５年４月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社東京ネバーランドえひめ ファイトえひめ 愛媛県新居浜市西の土居町一丁目３番
２８号 平成２５年３月１日 介護予防訪問介護

社会福祉法人愛寿会 グランドライフあいじゅ新川 愛媛県伊予市下吾川字北西原１７８１番地
１ 平成２５年３月２７日 介護予防特定施設

入居者生活介護

社会福祉法人愛寿会 あいじゅ新川デイサービスセンター 愛媛県伊予市下吾川字北西原１７８１番地
１ 平成２５年３月２７日 介護予防通所介護

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

医療法人社団久和会 老人訪問看護ステーションたちばな 愛媛県新居浜市喜光地町一丁目１４番１２
号 平成２５年３月１日 訪問看護

社会医療法人石川記念会 訪問看護ステーションいしかわ 愛媛県四国中央市上分町７１６－２ 平成２５年３月３１日 訪問看護

医療法人友和会 訪問看護ステーションきほく 愛媛県北宇和郡鬼北町近永５７４番地 平成２５年３月３１日 訪問看護

有限会社エンゼル四国 有限会社エンゼル四国愛媛事業所 愛媛県今治市新谷甲２番地１ 平成２５年３月３１日 訪問入浴介護

社会福祉法人宝集会 ヘルパーステーション宝寿園 愛媛県新居浜市荷内町６番２１号 平成２５年３月３１日 訪問介護

社会医療法人石川記念会 ヘルパーステーションいしかわ 愛媛県四国中央市上分町４０８番地６ 平成２５年３月３１日 訪問介護

株式会社クリーンテック デイサービスセンタークリーンテック 愛媛県四国中央市中之庄町６２１番地１ 平成２５年３月３１日 通所介護

社会医療法人石川記念会 一般型通所介護いしかわ 愛媛県四国中央市上分町７３８番地２ 平成２５年３月３１日 通所介護

株式会社クリーンテック 株式会社クリーンテック訪問介護サー
ビス 愛媛県四国中央市中之庄町６２１番１ 平成２５年３月３１日 訪問介護

あいの里有限会社 あいの里訪問介護 愛媛県西予市野村町阿下６号５８６番地 平成２５年３月３１日 訪問介護

株式会社悠遊社 株式会社悠遊社小田事業所 愛媛県喜多郡内子町本川２４２４番地第１ 平成２５年３月３１日 訪問介護

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

廃止年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

財団法人積善会 指定居宅介護支援事業所十全 愛媛県新居浜市北新町１－５ 平成２５年３月３１日 居宅介護支援

社会医療法人石川記念会 指定居宅介護支援事業所いしかわ 愛媛県四国中央市上分町４０８番地１ 平成２５年３月３１日 居宅介護支援
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�愛媛県告示第４４２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり指定介護予防サービ

ス事業を廃止する旨の届出があった。

平成２５年４月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第４４３号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２５年４月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１� 保安林予定森林の所在場所

松山市饒乙６４の１、乙６４の３、乙６５の４、乙８４の１、乙８７の

５

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

饒乙６４の１・乙８４の１・乙８７の５（以上３筆について次

の図に示す部分に限る。）、乙６４の３、乙６５の４

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

松山市中島粟井丙５１（次の図に示す部分に限る。）

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする

３� 保安林予定森林の所在場所

松山市二神乙３６０、乙３６３

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

株式会社クリーンテック 株式会社クリーンテック居宅介護支援
事業所 愛媛県四国中央市中之庄町６２１－１ 平成２５年３月３１日 居宅介護支援

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

医療法人社団久和会 老人訪問看護ステーションたちばな 愛媛県新居浜市喜光地町一丁目１４番１２
号 平成２５年３月１日 介護予防訪問看護

社会医療法人石川記念会 訪問看護ステーションいしかわ 愛媛県四国中央市上分町７１６－２ 平成２５年３月３１日 介護予防訪問看護

医療法人友和会 訪問看護ステーションきほく 愛媛県北宇和郡鬼北町近永５７４番地 平成２５年３月３１日 介護予防訪問看護

社会福祉法人宝集会 ヘルパーステーション宝寿園 愛媛県新居浜市荷内町６番２１号 平成２５年３月３１日 介護予防訪問介護

社会医療法人石川記念会 ヘルパーステーションいしかわ 愛媛県四国中央市上分町４０８番地６ 平成２５年３月３１日 介護予防訪問介護

株式会社クリーンテック デイサービスセンタークリーンテック 愛媛県四国中央市中之庄町６２１番地１ 平成２５年３月３１日 介護予防通所介護

社会医療法人石川記念会 一般型通所介護いしかわ 愛媛県四国中央市上分町７３８番地２ 平成２５年３月３１日 介護予防通所介護

株式会社クリーンテック 株式会社クリーンテック訪問介護サー
ビス 愛媛県四国中央市中之庄町６２１番１ 平成２５年３月３１日 介護予防訪問介護

あいの里有限会社 あいの里訪問介護 愛媛県西予市野村町阿下６号５８６番地 平成２５年３月３１日 介護予防訪問介護

株式会社悠遊社 株式会社悠遊社小田事業所 愛媛県喜多郡内子町本川２４２４番地第１ 平成２５年３月３１日 介護予防訪問介護
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� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び松山市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第４４４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市谷町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２５年４月２３日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 谷 岡 勲 松山市谷町１３２番地

〃 寺 井 雅 信 松山市谷町３３０番地

〃 宮 � 賢 二 松山市谷町甲１３３番地１

〃 山 口 宏 松山市谷町１４番地

〃 門 屋 吉 夫 松山市谷町３８番地２

〃 寺 井 昭 男 松山市谷町甲２６番地３

〃 門 屋 浩 美 松山市谷町甲３６番地１

〃 宮 崎 純 也 松山市谷町４７４番地２

〃 門 屋 泰 三 松山市谷町３１６番地

監 事 門 屋 一 臣 松山市谷町３０６番地

〃 宮 � 澄 雄 松山市谷町４７４番地１

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 谷 岡 勲 松山市谷町１３２番地

〃 寺 井 雅 信 松山市谷町３３０番地

〃 宮 � 賢 二 松山市谷町甲１３３番地１

〃 山 口 宏 松山市谷町１４番地

〃 門 屋 吉 夫 松山市谷町３８番地２

〃 寺 井 昭 男 松山市谷町甲２６番地３

〃 門 屋 浩 美 松山市谷町甲３６番地１

〃 宮 崎 純 也 松山市谷町４７４番地２

〃 門 屋 泰 三 松山市谷町３１６番地

監 事 門 屋 一 臣 松山市谷町３０６番地

〃 宮 � 澄 雄 松山市谷町４７４番地１
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�愛媛県告示第４４５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市富久土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２５年４月２３日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 玉乃井 洋 一 松山市富久町３１５番地

〃 玉 井 紀 夫 松山市富久町４６７番地

〃 川 口 哲 夫 松山市富久町９３番地４

〃 玉乃井 晃 松山市富久町２２５番地

〃 須 山 浩 光 松山市富久町３１９番地

〃 高 橋 清 松山市富久町３３８番地

監 事 川 口 博 幸 松山市富久町３１７番地

〃 玉乃井 和 利 松山市富久町２２３番地

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 玉乃井 洋 一 松山市富久町３１５番地

〃 玉 井 紀 夫 松山市富久町４６７番地

〃 竹 内 正 彦 松山市富久町３２０番地

〃 玉乃井 晃 松山市富久町２２５番地

〃 須 山 浩 光 松山市富久町３１９番地

〃 高 橋 清 松山市富久町３３８番地

監 事 川 口 博 幸 松山市富久町３１７番地

〃 玉乃井 和 利 松山市富久町２２３番地
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�愛媛県告示第４４６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市東長戸土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２５年４月２３日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 安 田 淪 松山市東長戸三丁目３番７号

〃 岡 本 昌 人 松山市東長戸二丁目９番３６号

〃 門 屋 正 寛 松山市東長戸三丁目１番５号

〃 門 屋 章 範 松山市東長戸三丁目１０番３２号

〃 高 松 康 夫 松山市東長戸三丁目７番３７号

〃 高 松 寿 幸 松山市東長戸三丁目１１番４６号

〃 安 田 裕 喜 松山市東長戸三丁目２番５号

監 事 浅 岡 環 松山市東長戸一丁目２番１７号

〃 仲 田 理 男 松山市東長戸三丁目３番８号

〃 高 松 宏 松山市東長戸三丁目９番２１号

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 仲 田 理 男 松山市東長戸三丁目３番８号

〃 岡 本 昌 人 松山市東長戸二丁目９番３６号

〃 永 田 時 雄 松山市東長戸二丁目１１番２３号

〃 門 屋 正 寛 松山市東長戸三丁目１番５号

〃 高 松 康 夫 松山市東長戸三丁目７番３７号

〃 高 松 寿 幸 松山市東長戸三丁目１１番４６号

〃 安 田 稔 松山市東長戸二丁目１０番２４号

監 事 浅 岡 環 松山市東長戸一丁目２番１７号

〃 安 田 淪 松山市東長戸三丁目３番７号

〃 高 松 宏 松山市東長戸三丁目９番２１号

愛 媛 県 報平成２５年４月２３日 第２４６４号
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�愛媛県告示第４４７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市西石井土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２５年４月２３日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 永 井 寛 幸 松山市西石井六丁目１５番５号

〃 石 丸 昭 松山市西石井五丁目５番２５号

〃 八 束 近 人 松山市西石井一丁目２番２７号

〃 白 石 壽 穂 松山市西石井五丁目９番３０号

〃 西 岡 秀 樹 松山市西石井四丁目８番３号

〃 西 岡 洋 司 松山市西石井四丁目８番２９号

〃 西 岡 耕 一 松山市西石井二丁目２番１７号

〃 関 谷 紘一郎 松山市西石井一丁目６番４１号

監 事 宮 内 賢 二 松山市西石井六丁目５番３７号

〃 前 田 和 幸 松山市西石井四丁目４番２１号

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 白 石 公 明 松山市西石井五丁目１４番１号

〃 石 丸 昭 松山市西石井五丁目５番２５号

〃 関 谷 綱 一 松山市西石井六丁目８番３５号

〃 永 井 寛 幸 松山市西石井六丁目１５番５号

〃 西 岡 洋 司 松山市西石井四丁目８番２９号

〃 西 岡 耕 一 松山市西石井二丁目２番１７号

〃 関 谷 紘一郎 松山市西石井一丁目６番４１号

監 事 松 田 辰 美 松山市西石井五丁目１０番２８号

〃 榎 股 高 明 松山市西石井三丁目２番１２号
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�愛媛県告示第４４８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

松山市久保田土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２５年４月２３日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�愛媛県告示第４４９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年４月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４５０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２５年４月２３日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山空港線
松山市高岡町７４番１地先から

同町１５１番１まで

旧 １４．２～２３．４ ０．０４６

新 １８．７～４５．０ ０．０４６

県 道 砥部伊予松山線
松山市高岡町１１番２から

同町１５１番１地先まで

旧 ７．２～１３．１ ０．３１２

新 １２．１～１８．２ ０．３１２

県 道 砥部伊予松山線
松山市高岡町１４９番２地先から

同町１４１番２地先まで

旧 ９．８～１１．１ ０．１０７

新 １１．７～１５．３ ０．１０７

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２５中局建（開）第１号

平成２５年４月１６日
東温市北方字田中甲３２０９番１、甲３２０９番５

松山市勝山町二丁目４番地７

株式会社ミツワ都市開発

代表取締役 佐伯 教義
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�愛媛県告示第４５１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２５年４月２３日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２５年４月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２５中局建（開）第２号

平成２５年４月１６日
東温市南方字曲り２７０４番６

東温市南方２７０５番地

和 田 裕 介

公 告

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２５年４月４日 特定非営利活動法人自然環境教
育えことのは 小 林 智 子 松山市菅沢町乙６４２番地３

この法人は、現代社会に生きる人々に、我々の
社会が持続可能ではないという現状への理解を
促すとともに、この現状を打破するための方策
を提示し、持続可能な社会を次世代へ引き継ぐ
ための役割を担うものとする。このために、環
境問題や生産消費活動、環境教育に関する調査
研究、普及啓蒙活動、政策提言などの事業を不
特定多数の個人および団体を対象に実施し、持
続可能な社会づくりに向けたライフスタイルの
確立に寄与することを目的とする。

平成２５年４月２３日 発行
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